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新株予約権の総数 38,194個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　3,819,400株　（注）１

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり72円

（本新株予約権の払込総額金2,749,968円）

新株予約権の払込期日 2019年８月23日

新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額

当初価額１株につき144円 （注）２、３

なお、行使価額は修正又は調整されることがある。

新株予約権の行使期間 2019年８月23日から2024年８月23日まで　（注）４

新株予約権の行使により株式を発行する場合
における増加する資本金及び資本準備金

１. 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

２. 増加する資本準備金の額は、上記１記載の資本金

等増加限度額から上記１に定めるその端数を切り

上げるものとする増加する資本金の額を減じた額

とする。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

割当先

第三者割当の方法により、それぞれ以下のとおり割当

てた。

投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号　24,370個

Inflexion Ⅱ Cayman,L.P.　10,330個

フラッグシップアセットマネジメント投資組合83号　3,494個

１. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
　　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
　　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等の状況

Ⅰ. 2019年８月７日開催の取締役会決議に基づき発行した第１回新株予約権

（注）１. 新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権１個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、14,400円（以下「出

資金額」という。）を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られ

る最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、

行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行使請求の効力発生
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既発行

普通株式数　＋

発行又は

処分株式数
×

１株当たりの発行又は

処分価額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

時価

既発行普通株式数＋発行又は処分株式数

日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする。（１株未満の端数を生じた

ときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。）

なお、本新株予約権の目的となる株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じ

た金額を行使価額で除して得られる最大整数となる。但し、下記「（注）２．　新株予約権の

行使時の払込金額」〔b〕項又は〔c〕項に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新

株予約権の目的である株式の総数は変更される。

（注）２. 新株予約権の行使時の払込金額

〔a〕本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

本新株予約権１個の行使に際し、出資される財産は、14,400円とする。

〔b〕行使価額

［1］各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価

額（以下「行使価額」という。）は、144円とする。なお、行使価額は次項第［1］号乃至

第［6］号に定めるところに従い調整されることがある。

［2］2020年２月25日及び2021年２月22日（修正日）まで（当日を含む。）の５連続取引日の株

式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた

金額。）（修正日価額）が、修正日に有効な行使価額を１円以上下回る場合には、行使価

額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が

下限修正価額（以下に定義する。）を下回る場合には、修正後の行使価額は下限修正価額

とする。「下限修正価額」とは、116円をいう。（但し、次項第［1］号乃至第［3］号に

定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服す

る。）

〔c〕行使価額の調整

［1］行使価額の調整

① 当社は、本新株予約権の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数

に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行

使価額調整式」という。）により行使価額を調整する。
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② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価

額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 時価（第［2］号②に定義される。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普通株

式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てに

よる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の

交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、

株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と

し、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処

分につき株式に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌

日以降これを適用する。

ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は

時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部

が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発

生日以降これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌

日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付

する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以

降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ

乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用

する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予

約権の行使請求をした本新株予約権を有する者（以下「新株予約権者」という。）に

対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

－ 3 －



交付普通株式数 ＝

（調整前行使価額

－調整後行使価額）
×

調整前行使価額により当該期間内に

交付された普通株式数

調整後行使価額

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わな

い。

［2］ ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切

り捨てる。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日（但し、本項第

［1］号②ホの場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取

引所における当社普通株式終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨て

る。

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京

証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時

的な取引制限も含む。）があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものと

する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるため

の基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を

適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当

社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本項第［1］

号②又は本項第［6］号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ

交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第［1］号②ホの場

合には、行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有

する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にと

どまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を

必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使

価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

［3］当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第［4］号に掲げる各事由により当社の普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな

発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額（本項第［4］号②の場合

は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する

場合の当社普通株式１株当たりの対価、本項第［4］号③の場合は、取得条項付株式又は
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取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式１株当たりの対価（総称して、以下

「取得価額等」という。）をいう。）が、本項第［4］号において調整後行使価額の適用

開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金

額又は取得価額等と同額（但し、調整後行使価額が116円を下回ることとなる場合には、

116円とする。）に調整される。

［4］本項第［3］号により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。

① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但

し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社

普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び

会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とす

る。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与す

る場合

調整後行使価額は、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての

場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

③ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

④ 本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以

降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①

及び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用

する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予

約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、第［1］号②ホに定める算出方法に

より、当社普通株式を追加的に交付する。

［5］本項第［1］号及び第［3］号の両方に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額とな

る規定を適用して行使価額を調整する。

［6］本項第［1］号②及び第［4］号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる

場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
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① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とすると

き。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。

［7］前項第［2］号により行使価額の修正を行う場合、又は本項第［1］号乃至第［6］号によ

り行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、

修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な

事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことが

できないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

（注）３. 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。

〔a〕本新株予約権の行使請求により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通

株式を処分する当社普通株式の数は行使価額の修正に伴って変動する仕組みとなっているた

め、株価が下落し、上記「（注）２．新株予約権の行使時の払込金額」〔b〕項第［2］号に

従い行使価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普

通株式の数は増加する。

〔b〕行使価額の修正基準

2020年２月25日及び2021年２月22日（以下、個別に又は総称して「修正日」という。）にお

いて、当該修正日まで（当日を含む。）の５連続取引日の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切

り上げた金額。）（以下「修正日価額」という。）が、修正日に有効な行使価額を１円以上

下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。

〔c〕行使価額の修正頻度

２回（2020年２月25日及び2021年２月22日に修正されることがある。）

〔d〕行使価額の下限等

上記「（注）２．新株予約権の行使時の払込金額」〔b〕項第［2］号に従い修正される行使

価額の下限は、116円とする。（但し、上記「（注）２．新株予約権の行使時の払込金額」

〔c〕項第［1］号乃至第［6］号に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同

様の方法による調整に服する。）
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（注）４. 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社は、割当先との間で2019年８月７日付で締結した本引受契約において、本新株予約権及び

本転換社債型新株予約権の行使について以下のとおり合意しました。なお、本新株予約権及び

本転換社債型新株予約権を割当先に割当てる日は2019年８月23日とする。

［1］割当先は、2019年８月23日から2020年２月24日までの期間は、本新株予約権及び本転換社

債型新株予約権を行使しない。

［2］［1］にかかわらず、①当社の単体又は連結の半期の損益計算書に記載される営業損益が

２連続で損失となった場合、②当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に

記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記

載される純資産合計の額の75％を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件が成就し

ていなかったことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違

反（軽微な違反を除く。）した場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権及び本

転換社債型新株予約権を行使できる。

また、当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年８月23日までの間、割当先の

事前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと、②本払込期日か

ら2024年８月23日までの間、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前

に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株

式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとするこ

と、及び③割当先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに

又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するこ

とを約束しました。
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新株予約権の総数 49個

新株予約権の目的となる株式の種類と数

１. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株

式とする。

２. 新株予約権の目的である株式の数は、本転換社債

型新株予約権の行使により当社が交付する当社普

通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新

株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時

において有効な転換価額で除して得られる数とす

る。但し、１株未満の端数が生じた場合は、会社

法の規定に基づいて現金により精算する（当社が

単元株制度を採用している場合において、本転換

社債型新株予約権の行使により単元未満株式が発

生する場合には、会社法に定める単元未満株式の

買取請求権が行使されたものとして現金により精

算し、１単元未満の株式はこれを切り捨て

る。）。なお、かかる現金精算において生じた１

円未満の端数はこれを切り捨てる。

新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの

とする。

新株予約権の行使に際して出資される財産の
内容及び価額

１. 本転換社債型新株予約権１個の行使に際し、当該

本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出

資するものとする。

２. 本転換社債型新株予約権１個の行使に際して出資

される財産の価額は、各本社債の金額と同額とす

る。

（注）１、２

新株予約権の行使期間 2019年８月23日から2024年８月21日まで　（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合
における増加する資本金及び資本準備金

１. 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

２. 増加する資本準備金の額は、上記１記載の資本金

等増加限度額から上記１に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

Ⅱ. 2019年８月７日開催の取締役会決議に基づき発行した第１回無担保転換
社債型新株予約権付社債に付された新株予約権
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割当先

第三者割当の方法により、それぞれ以下のとおり割当

てた。

投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号　32個

Inflexion Ⅱ Cayman,L.P.　13個

フラッグシップアセットマネジメント投資組合83号　４個

既発行

普通株式数　＋

発行又は

処分株式数
×

１株当たりの発行又は

処分価額

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

時価

既発行普通株式数＋発行又は処分株式数

（注）１. 新株予約権の行使時の払込金額

〔a〕転換価額

［1］各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用

いられる価額（以下「転換価額」という。）は、144円とする。なお、転換価額は次項第

［1］号乃至第［6］号に定めるところに従い調整されることがある。

［2］2020年２月25日及び2021年２月22日（修正日）まで（当日を含む。）の５連続取引日の東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端

数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。）（修正日価額）が、修正日に有効な転

換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。

但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額（以下に定義する。）を下回る場

合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、116円をい

う。（但し、次項第［1］号乃至第［6］号に定めるところに従って転換価額に対して行わ

れる調整と同様の方法による調整に服する。）

〔b〕転換価額の調整

［1］転換価額の調整

① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済

普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算

式（以下「転換価額調整式」という。）により転換価額を調整する。
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② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調

整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 時価（第［2］号②に定義される。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普

通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割

当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通

株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会

社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と

し、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは

処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又

は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全

部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）

効力発生日以降これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の

翌日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
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交付普通株式数 ＝

（調整前転換価額

－調整後転換価額）
×

調整前転換価額により当該期間内に

交付された普通株式数

調整後転換価額

ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日

以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上

記イ乃至ハにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これ

を適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに

本転換社債型新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法

により、当社普通株式を交付する。

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。

［2］ ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切

り捨てる。

② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額を適用する日（但し、本項第

［1］号②ホの場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取

引所における当社普通株式終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨て

る。

③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるため

の基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を

適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当

社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第［1］

号②又は本項第［6］号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ

交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第［1］号②ホの場

合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有

する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にと

どまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を

必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換

価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
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［3］当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、本項第［4］号に掲げる各事由により当社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の

新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額（本項第［4］号②

の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行

使する場合の当社普通株式１株当たりの対価、本項第［4］号③の場合は、取得条項付株

式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式１株当たりの対価（総称し

て、以下「取得価額等」という。）をいう。）が、本項第［4］号において調整後転換価

額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当

該払込金額又は取得価額等と同額（但し、調整後転換価額が116円を下回ることとなる場

合には、116円とする。）に調整される。

［4］本項第［3］号により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。

① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但

し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社

普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び

会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とす

る。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与す

る場合

調整後転換価額は、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての

場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

③ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

④ 本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以

降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①

及び②にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用

する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社

債型新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、第［1］号②ホに定める
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算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

［5］本項第［1］号及び第［3］号の両方に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額とな

る規定を適用して転換価額を調整する。

［6］本項第［1］号②及び第［4］号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる

場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。

① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とすると

き。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

転換価額の調整を必要とするとき。

③ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。

［7］前項第［2］号により転換価額の修正を行う場合、又は本項第［1］号乃至第［6］号によ

り転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、

修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要

な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を

行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

（注）２. 本転換社債型新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり

ます。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであり

ます。

〔a〕本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落に

より増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された

本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得ら

れる数であるため、上記「（注）１．新株予約権の行使時の払込金額」〔a〕項第［2］号に

従い転換価額が修正された場合には、本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付

する当社普通株式の数は増加する。

〔b〕転換価額の修正基準

2020年２月25日及び2021年２月22日（以下、個別に又は総称して「修正日」という。）にお

いて、当該修正日まで（当日を含む。）の５連続取引日の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切

り上げた金額。）（以下「修正日価額」という。）が、修正日に有効な転換価額を１円以上

下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。

〔c〕転換価額の修正頻度

２回（2020年２月25日及び2021年２月22日に修正されることがある。）
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〔d〕転換価額の下限等

上記「（注）１．新株予約権の行使時の払込金額」〔a〕項第［2］号に従い修正される転換

価額の下限は、116円とする（但し、上記「（注）１．新株予約権の行使時の払込金額」

〔b〕項第［1］号乃至第［6］号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同

様の方法による調整に服する。）。なお、本転換社債型新株予約権の行使により交付される

当社普通株式の数は、行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総

額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。

（注）３. 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社は、割当先との間で2019年８月７日付で締結した本引受契約において、本新株予約権及び

本転換社債型新株予約権の行使について以下のとおり合意しました。なお、本新株予約権及び

本転換社債型新株予約権を割当先に割当てる日は2019年８月23日とする。

［1］割当先は、2019年８月23日から2020年２月24日までの期間は、本新株予約権及び本転換社

債型新株予約権を行使しない。

［2］［1］にかかわらず、①当社の単体又は連結の半期の損益計算書に記載される営業損益が

２連続で損失となった場合、②当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に

記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記

載される純資産合計の額の75％を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件が成就し

ていなかったことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違

反（軽微な違反を除く。）した場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権及び本

転換社債型新株予約権を行使できる。

また、当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年８月23日までの間、割当先の

事前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと、②本払込期日か

ら2024年８月23日までの間、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前

に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株

式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとするこ

と、及び③割当先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに

又は当該第三者に加えて、割当先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するこ

とを約束しました。
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２. 会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

１. 業務の適正を確保するための体制の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制

イ．取締役及び使用人の職務の執行を監査・監督するため、独立性の高

い社外取締役を監査等委員として選任するとともに、業務部門から独

立した内部監査部門を設置する。

ロ．コンプライアンス規程、コンプライアンスマニュアル及びＪＰＦグ

ループ社員行動規範を定め、それらを遵守することはもとより、高い

倫理観をもって事業活動に取り組む。

ハ．法令・諸規則及び規程に反する行為を早期に発見・是正するため、

内部通報制度を整備する。

ニ．内部監査部門は、内部統制システム構築の基本方針に従い、事業活

動が法令及び定款等に準拠して適正・妥当に行われているかを監査

し、その結果について社長に報告するとともに、取締役会及び監査等

委員会にも報告を行う。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役は、重要な職務執行・意思決定に係る情報を記録し、それら

情報の保存期限その他の管理体制を整備するものとし、取締役は当該

情報を常時閲覧することができる。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．リスク管理規程を制定し、リスクカテゴリー毎の責任部署を定め、

グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理し、当社全体のリスク

管理体制を明確化する。

ロ．リスク管理委員会を設置し、組織横断的にリスク状況を監視すると

ともに全社的対応に努め、各部門が所管業務に付随するリスク管理を

適正に行う体制を整備する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会及び本部長会を原則として毎月開催し、経営計画の月次・

四半期ごとの業績のレビューを行い、改善策を策定する。

ロ．職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等により権限と責任の明確

化を徹底する。
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⑤　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体

制

イ．関係会社管理規程に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他重

要な情報について、当社への定期的な報告を求める。

⑥　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．リスク管理規程及び関係会社管理規程を制定し、リスクカテゴリー

毎の責任部署を定め、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理

し、リスク管理体制を明確化する。

⑦　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制

イ．関係会社管理規程を定め、子会社の統括部門を設置し、子会社の経

営自立と合理化の推進、業績の向上について積極的に協力する。

ロ．当社の役職員を子会社の役職員として派遣し、グループ経営の推進

を図る。

⑧　子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

イ．ＪＰＦグループ社員行動規範を定め、子会社の役職員にも周知徹底

する。

ロ．当社の内部監査部門が子会社の業務についても監査を行い、その結

果を当社の取締役会、監査等委員会に報告する。

⑨　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の

取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事項並

びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ．内部監査部門が監査等委員会の監査補助を行い、総務部門が監査等

委員会の事務的補助を行う。

ロ．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事評価、異動等につい

ては、監査等委員会の同意を要するなど取締役（監査等委員であるも

のを除く。）からの独立性を確保する。

ハ．上記ロ．の監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員

会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に従わなけ

ればならない。

⑩　取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の

監査等委員会への報告に関する体制

イ．監査等委員は取締役会のほか、本部長会等その他の重要な会議に出

席することにより、取締役等からその職務の執行状況を聴取するもの

とし、関係資料について常時閲覧することができる。
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ロ．取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人は以下の重要

情報について、発生の都度、速やかに監査等委員会に報告を行う。

ａ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実。

ｂ．会社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事実。

ｃ．役職員が法令もしくは定款に違反する行為をしたとき、またはこ

れらの行為をするおそれがあると考えられるときは、その旨。

ｄ．その他、監査等委員会から特に報告を求められた事項。

⑪　子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者からの報告を

受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

イ．当社グループの役職員は、当社の監査等委員会から業務執行に関す

る事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行

う。

ロ．当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社の

子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項については、これを発

見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行う。

⑫　監査等委員会へ報告した者が当該報告したことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制

イ．当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員

に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを

禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

ロ．当社は内部通報規程において、当社グループの役職員が当社の監査

等委員会に対して直接通報を行うことができることを定めるととも

に、経営陣から独立した窓口の設置、情報提供者の秘匿、及び当該通

報をしたこと自体による解雇その他の不利益扱いの禁止を明記する。

⑬　監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに

限る。以下この項において同じ。）について生ずる費用の前払いまたは

償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処

理に係る方針に関する事項

イ．当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、費用

の前払い等を請求したときは、担当部署において審議の上、当該請求

に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要ないと認

められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑭　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための

体制

イ．監査等委員は、会社のすべての重要情報について常時閲覧すること

ができる。

ロ．監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と連携して監査を行

う。
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ハ．監査等委員会は、グループ監査会を開催することができる。

ニ．監査等委員会は、グループ会社の代表者から内部統制やリスク管理
等についてヒヤリングを行うことができる。

ホ．監査等委員会は、定期的に代表取締役及び管理部門担当取締役と意
見交換を行う。

⑮　反社会的勢力の排除に向けた体制
イ．暴力団等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないという企業倫理

を確立する。
ロ．新規取引先との取引開始に当たっては、反社会的勢力が関与してい

ないことを確認する。
ハ．反社会的勢力からの不法・不当な要求に対して断固として拒絶す
る。

ニ．「コンプライアンスマニュアル」及び「ＪＰＦグループ社員行動規
範」において周知徹底する。

２. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における当社グループの業務の適正を確保するための体制の運
用状況の概要は、以下のとおりです。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制に関する取組みの状況

　当社は経験豊富な弁護士並びに公認会計士を社外取締役（監査等委
員）として選任するとともに、業務部門から独立した内部監査部門を
設置し、取締役及び使用人の職務の執行を監査する体制としておりま
す。また、「コンプライアンスマニュアル」や「ＪＰＦグループ社員
行動規範」等の規程・規則を社内文書管理データベースへ掲示し、適
宜参照できる体制を整備するとともに、朝礼での復唱やリスク管理月
間におけるチェックを通じて、周知を図っております。なお、社内及
び外部に内部通報窓口を設置しており、当該通報を行ったことにより
通報者が不利益な扱いを受けることがないように不利益扱いの禁止を
含む内部通報規程を定め周知しております。

②　損失の危険の管理に関する取組みの状況
　リスク管理規程等社内規程を定めるとともに、リスク管理委員会を
開催し、組織横断的にリスク状況を把握するとともに、リスクコント
ロールに努めております。また、毎年リスク管理月間を定め、管理状
況の点検や周知を図っております。

③　取締役の職務執行の適正性及び効率性の確保に関する取組みの状況
　取締役会（20回開催）や本部長会（11回開催）において、業績や事
業計画の進捗状況をチェックするとともに、職務分掌規程や職務権限
規程、稟議規程等により権限と責任を明確化することで、取締役の職
務執行の適正性・効率性を確保しております。
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④　当社グループにおける業務の適正性確保に関する取組みの状況

　当社子会社の事業運営については、「関係会社管理規程」に基づ

き、その自主性を尊重しつつ、当社における合議・承認事項及び当社

に対する報告事項等を定め、その執行状況をモニタリングしておりま

す。また、当社の取締役、幹部使用人が子会社の役員を兼務し、管

理・監督する体制としております。内部監査部門は、子会社の内部監

査を実施するとともに、その結果を取締役会・監査等委員会に報告す

るなど、現状把握に努めております。

⑤　監査等委員会の監査の実効性確保に関する取組みの状況

　監査等委員会による監査を実効的なものとするため、常勤の監査等

委員が本部長会やリスク管理委員会等の重要な会議に出席するととも

に、内部監査部門と緊密に連携を図っております。また、監査等委員

会は代表取締役をはじめ業務執行を行う取締役と定期的に意見交換を

行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、取締役の業

務執行状況や会計監査の状況等の把握に努めております。

⑥　反社会的勢力の排除に関する取組みの状況

　反社会的勢力対応の組織的対処のための不当要求防止を統括する部

署を総務担当部門とし、平素より所轄の警察署や顧問弁護士等の外部

専門機関との協力体制を構築しております。また、当社制定の取引基

本契約書において、反社会的勢力排除条項を設ける等の対策をしてお

ります。なお、不当要求があった場合は、総務担当部門を中心に外部

専門機関と連携して速やかに排除する体制を整備しております。

(2) 会社の支配に関する基本方針

　特に定めておりません。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識

し、経営基盤の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りつつ、

業績に応じた安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。

　内部留保金につきましては、財務体質の改善に資する負債の返済、生産設

備の更新・増強や成長分野への投資等に充当し、事業の拡大に努めてまいり

ます。

　なお、当社は剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項につ

いて、法令の別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めるこ

とができる旨を定款に定めております。
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(2021年１月１日から
2021年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式
株 主 資 本

合 計

202 1年１月１日期首残高 2,550,000 742,211 △1,850,270 △412,271 1,029,668

連結会計年度中の変動額

減 資 △2,450,000 2,450,000 ― ― ―

欠 損 填 補 ― △163,314 163,314 ― ―

親会社株主に帰属する当
期 純 利 益

― ― 2,138,087 ― 2,138,087

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △36,232 △36,232

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 △2,450,000 2,286,685 2,301,402 △36,232 2,101,855

2021年12月31日期末残高 100,000 3,028,896 451,131 △448,504 3,131,524

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差　額　金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

2 0 2 1年１月１日期首残高 △21,948 △126,782 425,143 276,413 2,749 1,308,832

連結会計年度中の変動額

減 資 ― ― ― ― ― ―

欠 損 填 補 ― ― ― ― ― ―

親会社株主に帰属する当
期 純 利 益

― ― ― ― ― 2,138,087

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― ― △36,232

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

8,907 ― △160,719 △151,812 ― △151,812

連結会計年度中の変動額合計 8,907 ― △160,719 △151,812 ― 1,950,042

2021年12月31日期末残高 △13,040 △126,782 264,424 124,601 2,749 3,258,875

連結株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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【連結注記表】
１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
連結子会社の数 １社
連結子会社の名称

Japan Power Fastening Hong Kong Limited
なお、前連結会計年度まで連結子会社であった蘇州強力五金有限公司は、当連結会計
年度において保有する全ての出資持分を譲渡したため、連結の範囲から除外しており
ます。連結計算書類作成にあたり、蘇州強力五金有限公司の出資持分のみなし譲渡日
を2021年10月１日として、みなし譲渡日までの損益計算書を連結しております。

② 非連結子会社の名称等
Beens Corporation Limited
当該会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等のいずれも連結計算
書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。
② 持分法を適用しない非連結子会社の名称等

Beens Corporation Limited
当該会社は小規模であり、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
その他有価証券

ａ. 時価のあるもの 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

ｂ. 時価のないもの 移動平均法による原価法

ロ. たな卸資産
　先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び在外連結子会社は定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ５～50年
機械装置及び運搬具 ２～10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
　当社及び在外連結子会社は定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づいております。
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ハ. リース資産
当社は以下の方法によっております。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るもの
　自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るもの
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

　当社は売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。
　在外連結子会社については個別判定による貸倒見積相当額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
　当社及び在外連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見
込額に基づき計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
　当社は、確定拠出年金制度と前払退職年金制度の選択制を採用しております。
　確定拠出年金制度の退職給付に係る費用は、拠出時に費用として認識しております。

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結会計
年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に
換算し、換算差額は「純資産の部」における「為替換算調整勘定」に含めております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を充たしている金利スワ
ップについては特例処理を採用しております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 通貨スワップ、金利スワップ
ヘッジ対象 外貨建輸入予定取引、借入金

ハ. ヘッジ方針
　取締役会の決議を経て、為替及び金利の変動リスクを回避するためにヘッジを行って
おります。なお、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独でデリバテ
ィブ取引を行うことはありません。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法
　通貨スワップについては、ヘッジ対象の予定取引に関する重要な条件が同一であり、
為替変動による相関関係は確保されているのでヘッジの有効性の判定は省略しておりま
す。
　金利スワップについては、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計
とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比
率によって有効性を評価しております。
　ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しており
ます。

⑦ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
（消費税等の会計処理）
　税抜方式により処理しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,578,442千円

建物及び構築物 85,601千円

土地 142,730千円

投資有価証券 54,678千円

合計 283,011千円

短期借入金 25,500千円

長期借入金(１年内返済予定を含む) 229,178千円

受取手形 15,923千円

電子記録債権 5,422千円

３. 表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）

　「固定資産売却益」（前連結会計年度5,848千円）は、前連結会計年度において区分掲記しており
ましたが、金額的重要性が乏しくなったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当連結会
計年度から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

４. 会計上の見積りに関する注記
該当事項はありません。

５. 連結貸借対照表に関する注記

(2) 担保に供している資産

　上記に対する債務

(3) 連結会計年度末日満期手形等
　連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の
休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
　当該手形等の金額は、次のとおりです。

(4) 土地の再評価
　2000年３月31日付で「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）
及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づ
き事業用の土地の再評価を行い、「再評価に係る繰延税金負債」を控除した金額を「土地再
評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　その再評価の方法については、「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日
公布政令第119号）第２条第４号に定める「地価税法」に規定する土地の価額を算出する方
法と同様の方法を採用しております。
　なお、当連結会計年度末における再評価を行った事業用土地の時価は再評価後の帳簿価額
を266,410千円下回っております。
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場 所 用 途 種 類 減 損 損 失

茨 城 県 筑 西 市 生 産 設 備 機 械 装 置 33,593千円

兵 庫 県 豊 岡 市 生 産 設 備 機 械 装 置 18,248千円

当連結会計年度
期首株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株 式 数 ( 千 株 )

発行済株式

普通株式 18,688 － － 18,688

合　計 18,688 － － 18,688

自己株式

普通株式(注) 2,463 341 － 2,805

合　計 2,463 341 － 2,805

決 議 予 定 株式の種類
配当金の総額
（ 千 円 ）

配当の原資
１株当たり配当額

（円）
基 準 日 効力発生日

2022年３月30日
定時株主総会

普 通 株 式 79,417 利益剰余金 5 2021年12月31日 2 0 2 2年３月3 1日

６. 連結損益計算書に関する注記
減損損失
　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。

（経緯）
　上記の機械装置においては、今後の使用見込みがなくなり遊休状態となったため、帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

（グルーピングの方法）

　資産のグルーピングは事業区分ごとに行っており、遊休資産については個別物件単位で行
っております。

（回収可能価額の算定方法等）

　回収可能価額は正味売却価額により測定しております。機械装置の正味売却価額について
は、売却見積額に基づき算定しております。

７. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式取得（341千株）及び単元未満
株式の買取りによる増加（285株）であります。

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 当連結会計年度中に行った剰余金の配当

該当事項はありません。
② 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち基準日が当連結会計年度中のもの

(3) 新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の数
　普通株式　4,198,423株
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８. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しており
ます。また、短期的な運転資金を主に銀行借入により調達しております。デリバティブ取
引については、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され
ております。当該リスクに関しては、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残
高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上
の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が経営者に報告されておりま
す。
　営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の
支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒
されております。
　なお、これらの為替の変動リスクに対して為替予約を利用してヘッジする場合がありま
す。
　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金（原則
として５年以内）は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利変
動リスクに晒されております。
　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、定期的に資金繰計画
を作成するなどの方法により管理しております。
　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建の輸入予定取引について、将来の取引市場で
の為替相場の変動リスクを回避する目的で利用しております。また、金利関連では借入金
の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しておりま
す。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の
評価方法等については、前述の「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関
する注記」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
　当社グループの通貨スワップ取引は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引
は市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、デリバティブ取引の契約先は信
用度の高い国内の銀行であり、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと判断し
ております。
　重要なデリバティブ取引の実行については、当社の取締役会の承認を受けております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
　また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取
引に関する市場リスクを示すものではありません。

④ 信用リスクの集中
　当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち32.0％が特定の大口顧客に対
するものであります。
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連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

(1)現金及び預金 2,224,956 2,224,956 －

(2)受取手形及び売掛金

貸倒引当金(※1)

1,223,835

△137

1,223,697 1,223,697 －

(3)電子記録債権

貸倒引当金(※2)

807,368

△80

807,288 807,288 －

(4)投資有価証券

その他有価証券

関係会社株式

63,161

5,304

63,161

5,304

－

－

資産計 4,324,407 4,324,407 －

(5)支払手形及び買掛金 591,966 591,966 －

(6)電子記録債務 555,217 555,217 －

(7)短期借入金 1,244,744 1,244,744 －

(8)新株予約権付社債 549,976 548,863 △1,112

(9)長期借入金(※3) 1,046,625 1,045,268 △1,356

負債計 3,988,528 3,986,059 △2,468

(10)デリバティブ取引 － － －

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2021年12月31日（当連結会計年度末日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ
らの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれておりません。（(注２)参照）

(※１)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※２)電子記録債権に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(※３)長期借入金には、１年内返済予定の金額を含めております。

(表示方法の変更)
「未払法人税等」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より記載を省略しております。
なお、前連結会計年度の「未払法人税等」の連結貸借対照表計上額は41,869千円、時価は41,869千円であ
ります。
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種類 連結貸借対照表計上額(千円) 取得原価(千円) 差額(千円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

株式 5,304 4,226 1,077

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

株式 63,161 77,280 △14,118

合計 68,465 81,506 △13,040

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。なお、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に対応する貸倒引当金
を控除しております。

(4)投資有価証券
これらの時価については取引所の価格等によっております。
なお、有価証券に関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

負債
(5)支払手形及び買掛金、(6)電子記録債務、(7)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

(8)新株予約権付社債、(9)長期借入金
これらの時価については元利金の合計額を同様の社債の発行又は新規借入を行った場合に
想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ

(10)デリバティブ取引
該当事項はありません。

(注２) 非上場株式(連結貸借対照表計上額25,739千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ
ュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められ
るため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

９. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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(1) １株当たり純資産額 205円00銭
(2) １株当たり当期純利益 132円20銭
(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 105円14銭

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益 2,138,087千円

普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 16,172千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額 3,607千円

普通株式増加数 4,198千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

第1回新株予約権(新株予

約権の数38,194個(普通

株式4,198,423株))

10. １株当たり情報に関する注記

（１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎）

11. 事業分離に関する注記
　当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、当社の海外連結子会社であるJapan 
Power Fastening Hong Kong Limited（当社所有100％）が100％持分を有する中国の子会社(特
定子会社)である蘇州強力五金有限公司（以下「蘇州五金」という）の持分全てを譲渡するこ
とを決議しました。
　なお、本譲渡に伴い、蘇州五金は当社の連結子会社（特定子会社）から除外されました。
（1）事業分離の概要

①　分離先企業の名称
当該譲渡先からの守秘義務と強い要望により非公表とさせていただきます。

②　分離した事業の内容
建築用ファスナー及びツール関連事業、自動車家電等部品関連事業（当社製品の製造販売）

③　事業分離を行った理由
　中国生産子会社である蘇州五金は、1994年10月から当社連結子会社として日本のプレハブ住
宅向けを中心にねじ・金物等のファスナーを生産してまいりましたが、為替変動や中国現地に
おける人件費の高騰、環境規制の強化等から採算性が低下し、2012年度からは営業赤字が続
き、今後の黒字化も困難であると判断したため、当社グループは2019年12月20日に蘇州五金が
営む中国事業から全面撤退する方針を決議し、公表いたしました。その後、全面撤退に向けて
作業を進めてまいりましたが、この度、蘇州五金の持分全てを譲渡することにより、限りある
経営資源の 適配分を行い、当社グループの収益力の向上を行うことが 善であると判断いた
しました。

④　事業分離日
2021年12月10日（2021年10月１日をみなし譲渡日としております。）

⑤　法的形式を含む取引の概要
受取対価を現金等の財産のみとする持分譲渡
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流動資産 301,456千円
固定資産 408,051
資産合計 709,508

流動負債 959,529
負債合計 959,529

売上高 5,691千円
営業損失 46,590

（2）実施した会計処理の概要
①　移転損益の金額

関係会社出資金売却益　2,046,095千円
②　移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

③　会計処理
当該出資持分の売却価額と連結上の帳簿価額との差額から事業譲渡に要した費用を控除した

額を「関係会社出資金売却益」として連結損益計算書の特別利益に計上しております。
（3）分離した事業が含まれていた報告セグメント

建築用ファスナー及びツール関連事業
自動車・家電等部品関連事業

（4）当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益

12. 重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。
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(2021年１月１日から
2021年12月31日まで)

(単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計そ の 他

資 本 剰 余 金
資本剰余金合計

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金

2 0 2 1 年 １ 月 １ 日
期 首 残 高

2,550,000 742,211 742,211 △163,314 △163,314 △412,271 2,716,624

事業年度中の変動額

減 資 △2,450,000 2,450,000 2,450,000 - - - -

欠 損 填 補 - △163,314 △163,314 163,314 163,314 - -

当 期 純 利 益 - - - 969,308 969,308 - 969,308

自己株式の取得 - - - - - △36,232 △36,232

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

- - - - - - -

事業年度中の変動額合計 △2,450,000 2,286,685 2,286,685 1,132,623 1,132,623 △36,232 933,076

2 0 2 1 年 1 2月 3 1日
期 末 残 高

100,000 3,028,896 3,028,896 969,308 969,308 △448,504 3,649,700

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評価・換算差額等合計

2 0 2 1 年 １ 月 １ 日
期 首 残 高

△21,948 △126,782 △148,730 2,749 2,570,644

事業年度中の変動額

減 資 - - - - -

欠 損 填 補 - - - - -

当 期 純 利 益 - - - - 969,308

自己株式の取得 - - - - △36,232

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

8,907 - 8,907 - 8,907

事業年度中の変動額合計 8,907 - 8,907 - 941,983

2 0 2 1 年 1 2 月 3 1 日
期 末 残 高

△13,040 △126,782 △139,823 2,749 3,512,627

株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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【個別注記表】

１. 継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

２. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
ロ. その他有価証券

ａ. 時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価
差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)

ｂ. 時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法
　先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　　　　物 ５～50年
機械及び装置 ２～10年

② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい
ております。

③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るもの
　自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るもの
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金
　売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

② 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。
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(4) ヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を充たしている金利ス
ワップについては特例処理を採用しております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
ａ. ヘッジ手段 通貨スワップ、金利スワップ
ｂ. ヘッジ対象 外貨建輸入予定取引、借入金

ハ. ヘッジ方針
　取締役会の決議を経て、為替及び金利の変動リスクを回避するためにヘッジを行っ
ております。なお、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的のために単独でデリ
バティブ取引を行うことはありません。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法
　通貨スワップについては、ヘッジ対象の予定取引に関する重要な条件が同一であ
り、為替変動による相関関係は確保されているのでヘッジの有効性の判定は省略して
おります。
　金利スワップについては、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累
計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額
の比率によって有効性を評価しております。
　ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略してお
ります。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（退職給付に係る会計処理の方法）
　当社は、確定拠出年金制度と前払退職年金制度の選択制を採用しております。

　確定拠出年金制度の退職給付に係る費用は、拠出時に費用として認識しております。
（消費税等の会計処理）

税抜方式により処理しております。

３. 表示方法の変更に関する注記

（損益計算書）
　前事業年度において営業外収益の「その他」に含めておりました「固定資産売却益」（前事業年
度は1,761千円）は金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。
　また、前事業年度において営業外費用の「その他」に含めておりました「売上割引」（前事業年
度は4,738千円）は金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,582,279千円

建物 85,601千円

土地 142,730千円

投資有価証券 54,678千円

合計 283,011千円

短期借入金 25,500千円

長期借入金(１年内返済予定を含む) 229,178千円

短期金銭債権 662,922千円

短期金銭債務 4,493千円

受取手形 15,923千円

電子記録債権 5,422千円

４. 貸借対照表に関する注記

(2) 担保に供している資産

　上記に対する債務

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示をしたものを除く）

(4) 事業年度末日満期手形等

　事業年度末日満期手形等の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でし
たが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
　当該手形等の金額は、次のとおりです。

(5) 土地の再評価
　2000年３月31日付で「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）
及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づ
き事業用の土地の再評価を行い、「再評価に係る繰延税金負債」を控除した金額を「土地再
評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　その再評価の方法については、「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日
公布政令第119号）第２条第４号に定める「地価税法」に規定する土地の価額を算出する方
法と同様の方法を採用しております。
　なお、当事業年度末における再評価を行った事業用土地の時価は再評価後の帳簿価額を
266,410千円下回っております。
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営業取引による取引高

　売上高 1,493,186千円

　仕入高 406,662千円

営業取引以外の取引高 9,701千円

場 所 用 途 種 類 減 損 損 失

茨 城 県 筑 西 市 生 産 設 備 機 械 装 置 36,229千円

兵 庫 県 豊 岡 市 生 産 設 備 機 械 装 置 19,695千円

株式の種類 当事業年度期首株式数(千株) 当事業年度増加株式数(千株) 当事業年度減少株式数(千株) 当事業年度末株式数(千株)

普通株式（注） 2,463 341 － 2,805

５. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

(2) 減損損失
　当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しております。

（経緯）

　上記の機械装置においては今後の使用見込みがなくなり遊休状態となったため、帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

（グルーピングの方法）

　資産のグルーピングは事業区分ごとに行っており、遊休資産については個別物件単位で行
っております。

（回収可能価額の算定方法等）

　回収可能価額は正味売却価額により測定しております。機械装置の正味売却価額について
は、売却見積額に基づき算定しております。

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式取得（341千株）及び単元未満
株式の買取りによる増加（285株）であります。
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繰越欠損金 68,129千円

投資有価証券評価損 56,510千円

減損損失 41,490千円

たな卸資産評価損 36,167千円

減価償却費 19,427千円

会員権評価損 12,998千円

長期未払金 9,000千円

貸倒引当金 3,072千円

資産除去債務費用 1,798千円

その他 2,580千円

繰延税金資産　小計 251,176千円

評価性引当額 △251,176千円

繰延税金資産　合計 －千円

７. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

(2) 法人税等の税率変更による繰延税金資産の金額の修正

　当社は、2021年12月３日付で資本金を100,000千円に減資したことにより、法人事

業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用

する法定実効税率を30.6％から34.4％に変更しております。

　この税率変更による計算書類に与える影響は軽微であります。

－ 35 －



種類 会社等の名称 住 所
資本金又
は出資金

事業の内容
議決権等の
所有(被所
有 ) 割 合

関 係 内 容
取引の内容

取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

Japan 

Power 

Fastening 

Hong Kong 

Limited
（ J P F 香 港 ）

中華人
民共和
国香港
特別行
政区

127,978
千香港

ﾄﾞﾙ

建築用ファ
スナー及び
ツール関連
事業向け製
品の海外調
達

所有
直接
100.0％

役員
１名

当社製
品の仲
介貿易

建築用フ
ァスナー
及びツー
ル関連事
業向け製
品の購入
（注1）

131,308

買掛金 3,153

前渡金 306,678

貸 付 金
の 回 収
（注2）

350,000 － －

利 息 の
受 取
（注2）

3,500 未収収益 3,500

子会社
蘇州強力五金
有 限 公 司

中華人民
共和国江
蘇省

16,210
千米ドル

工業用ファ
スナーの製
造・販売

（注3）
役員
４名

当社製品
の調達・
加工

貸 付 金
の 回 収
（注2）

613,000 － －

利 息 の
受 取
（注2・3）

5,424 － －

種類 会社等の名称 住 所
資本金又
は出資金

事業の内容
議決権等の
所有(被所
有 ) 割 合

関 係 内 容
取引の内容

取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

その他
の関係
会社及
び主要
株 主

積水ハウス
株 式 会 社

大阪市
北区

202,591
百万円

セキスイハウ
スの設計、請
負及びその関
連事業、不動
産の売買及び
賃貸借の仲介
及び代理他

被所有
直接
23.9％

－
当社製
品の販
売

建築用フ
ァスナー
及びツー
ル関連事
業向け当
社製品の
販 売
（注4）

1,493,186

電子記録
債 権 503,927

売掛金 147,899

８. 関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社及び関連会社等

（2）親会社及び法人主要株主等
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種類 会社等の名称 住 所
資本金又
は出資金

事業の内容
議決権等の
所有(被所
有 ) 割 合

関 係 内 容
取引の内容

取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

Beens
Corporation
Limited
（注5）

中華人
民共和
国香港
特別行
政区

100
千米ドル

建築用ファ
スナー及び
ツール関連
事業向け製
品の海外調
達

－
役員
１名

当社製
品の仲
介貿易

建築用フ
ァスナー
及びツー
ル関連事
業向け製
品の購入
（注1）

18,768 － －

(1) １株当たり純資産額 220円98銭
(2) １株当たり当期純利益 59円94銭
(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 47円76銭

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益 969,308千円

普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 16,172千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額 3,607千円

普通株式増加数 4,198千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

第1回新株予約権(新株予

約権の数38,194個(普通

株式4,198,423株))

（3）役員及び個人主要株主等

(注)１. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) JPF香港及びBeens Corporation Limitedからの仕入価格については、市場価格を勘案して個別に協議のうえ

決定しております。
(注2) JPF香港及び蘇州強力五金有限公司への資金の貸付けの金利については、当社の調達金利を基に決定

しております。
(注3) 蘇州強力五金有限公司は当連結会計年度において保有する全ての出資持分を譲渡したため、連結の範

囲から除外しております。上記取引金額は除外日以前の取引を記載しております。
(注4) 積水ハウス株式会社に対する販売価格については、総原価及び市場価格を勘案して個別に協議のうえ

決定しております。
(注5) Beens Corporation Limitedは当社の代表取締役会長兼社長である土肥雄治氏が出資持分の100％を有

する会社であります。
２. 消費税等につきましては、取引金額は税抜き、期末残高は税込みでそれぞれ表示しております。

９. １株当たり情報に関する注記

（１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎）

10. 重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。
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